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Ⅰ－１．大阪音楽大学大学院規則 

大阪音楽大学大学院規則 
 

     文部省校大第210号認可：1968年3月30日 
改正：2005年4月1日 

 

第1章  総   則 
 

第 1 条   大阪音楽大学学則第 6 条の規定に基づいて、大阪音楽大学大学院(以下｢大学院｣とい

う。)の規則を定める。 
 
第2条   大学院に修士課程を置く。 
 
第3条   大学院は広い視野に立って、芸術を修め、専攻分野における研究能力又はこれに加え

て高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。 
2.    大学院は教育水準の向上を図り、前項の目的及び社会的使命を達成するため、本大学

院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。 
3．    前項の点検及び評価を行うにあたっての項目の認定、実施体制等については別に定め

る。 
 

第2章  基  本  組  織 
 
第4条   大学院に次の研究科を置く。 
音楽研究科 
 
第5条   音楽研究科に次の専攻を置く。 

作曲専攻・声楽専攻・器楽専攻 
 
第6条   前条に定めた各専攻に必要な研究室を置く。 
 

第3章  教  員  組  織 
 
第7条   大学院の授業及び研究指導は、大学院設置基準（平成15年文部科学省令第15号）に

定める資格を有する教員が担当するものとする。 
 
第8条   研究科に科長を置く。 

2．   科長は学長が任命する。 
3．   科長の任期は2年とする。 
4．   科長は学長の命を受け、大学院の学務を掌理する。 
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第9条   研究室に主任を置く。 

2．   研究室主任は所定の手続きにより学長が任命する。 
3．   研究室主任の任期は2年とする。 
4．   研究室主任は学長及び科長の命を受け、研究室の業務を掌理する。 

 
第10条     研究室に研究指導教員及び研究指導補助教員を置く。 

2．   研究指導教員及び研究指導補助教員は所定の手続きにより学長が任命する。 
3．   研究指導教員及び研究指導補助教員の任期は2年とする。 
4．   研究指導教員は修士作品及び修士作品に関する論文、修士論文、又は修士演奏及び修

士演奏に関する論文に対する指導を行うものとする。 
5．   研究指導補助教員は修士作品及び修士作品に関する論文、修士論文、又は修士演奏及

び修士演奏に関する論文に対する指導の補助を行うものとする。 
 

第4章  運営委員会 
 
第11条   研究科運営のため、運営委員会を置く。(以下｢委員会｣という。) 

2．   委員会は、学長、副学長、研究科長、教育部長、学生部長及び各専攻研究室主任によ

り構成する。 
なお、必要に応じ他の大学院担当教員を参加させることができる。 

3．   委員会の招集は、科長が行うものとする。 
4．   委員会は構成員の 3 分の 2 以上の出席をもって成立し、その過半数の賛成をもってこ

れを可決する。 
5．   委員会は次の事項を審議決定する。 

(1)入学、修了に関する事項 
(2)大学院規則、規程に関する事項 
(3)カリキュラムに関する事項 
(4)試験及び審査に関する事項 
(5)休学、復学、退学に関する事項 
(6)除籍に関する事項 
(7)人事に関する事項 
(8)その他、大学院に必要な事項 

6．   委員の任期は2年とする。 
7．   委員会に関する内規は別に定める。 

 
第5章  修業年限及び学生定員 

 
第12条   大学院の修業年限は2年とする。 
 
第13条   大学院の学生定員は次のとおりとする。 
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研 究 科 名 専 攻 名 入 学 定 員 収 容 定 員 

音 楽 研 究 科 
作   曲 2 4 
声   楽 3 6 
器   楽 5 10 

合         計 10 20 

 
 

第6章  授業科目・単位及び履修方法 
 
第14条   研究科の各専攻授業科目及び単位数は別表Ⅰのとおりとする。 

2．   履修に関する規定はこれを別に定める。 
3．   授業科目は次の2種類とする。 

(ｲ)必修科目       
(ﾛ)選択科目       

 
第 15 条   学生は専門教育の必修科目及び選択科目をあわせて 30～38 単位以上修得し、修士作

品、修士論文、又は修士演奏の審査を受け、かつ、最終試験を受けるものとする。なお、

各専攻・研究室の修得単位数については別に定める履修規程によるものとする。 
2．   学生は所属する研究指導教員の指導により研究するものとする。 
3．   選択科目の選択にあたっては予め研究指導教員の指導をうけるものとする。ただし、

他専攻(他研究室を含む)に属する科目及び大学(学部)開設科目から選択する場合は、そ

の単位数を8単位以内に限る。 
4．   本大学院が教育上有益と認めるときは、学生が入学前に大学院において修得した単位

(科目等履修生として修得した単位を含む)を、委員会の定めるところにより、10単位を

超えない範囲で本大学院において修得したものとみなすことができる。 
5．   本大学院が教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院において修得した単位を、

委員会の定めるところにより、10単位を超えない範囲で本大学院において修得したも

のとみなすことができる。 

6．    前項の規定は、学生が外国の大学院に留学する場合に準用する。 

 
第7章  課程修了の認定 

 
第16 条   課程修了の認定は、2 年以上在学して所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受

けた上、当該大学院の行う修士作品又は修士演奏の試験及び修士論文の審査に合格した

者とする。 
2．   科目修了の認定については特に委員会の承認を得た科目については、平常の成績又は

報告等により認定することができる。 
3．   修士作品の題目又は修士演奏の曲目及び修士論文の題目は 1 年以上在学し、必修科目

及び選択科目をあわせて第 1 年次で取得すべき単位を修得した者でなければ提出する
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ことができない。 
4．      前項の修士作品、修士論文、又は修士演奏の審査を受けようとする者は修了年度の

指定の期日までに修士作品の題目又は修士演奏の曲目及び修士論文の題目を研究科長

に届け出なければならない。なお、指定期間内に提出できなかった場合、その年度内の

審査は行わないこととする。ただし、特別の事情により提出する事ができなかった者に

ついては、委員会の議を経て追提出をすることができる。 
5.   特別の事情により試験を受けることができなかった者については、委員会の議を経て

追試験を行うことができる。 
6．   休学している者が学年の途中で復学したときは、当該学年の試験を受けることができ

ない。ただし、特別の事情がある者は願い出により委員会の議を経て受験させることが

できる。 
7．   教育職員免許法及び同法施行規則に定める単位を修得し、修士課程修了の認定を受け

れば、次の教育職員免許状を取得できる。 
中学校教諭専修免許状 (音楽) 
高等学校教諭専修免許状(音楽) 
 
第17 条   各科目の単位認定は、毎学年末に行い、最終試験は第2 年次10 月以降に行うものと

する。 
 
第18条   各科目の成績評価は、秀・優・良及び不可とし、秀・優・良を合格とし、不可を不合

格とする。 
 

第8章  学   位 
 
第 19 条   本研究科において、2 年以上在学し、第 15 条に定める所定の単位を修得し、かつ必

要な研究指導を受けた上、修士作品、修士論文、修士演奏の審査を受け、最終試験に合

格した者に対しては、学長が｢修士｣の学位を授与する。 
2．   学位に関する規則は別にこれを定める。 

 
第9章  入学、休学、退学及び除籍 

 
第20条   入学の時期は毎年4月とする。 
 
第21条   大学院に入学することのできる者は次のとおりとする。 

(1)大学を卒業した者 
(2)文部科学大臣の指定した者 
(3)外国において学校教育における16年の課程を修了した者 
(4)大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、大

学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者 
(5)その他、本学の大学院で、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 
(6)大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力が
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あると認めた者で、22歳に達した者 
2．   前項第6にいう個別の入学資格審査については、別に定める。 

 
第22条   大学院の入学志願者は指定の期日までに、別に定める出願書類に入学検定料を添えて

願い出なければならない。 
 
第23条   入学志願者については選抜試験を行う。 

2．   選抜試験については別に定める。 
 
第24条   選抜試験に合格した者は、指定の期日までに別に定める書類に入学金及び規定の納入

金を添えて提出しなければならない。 
2．   外国人にあっては、別に外国人登録証明書の写を提出しなければならない。 

第25条   前条の手続きをとらない者には入学を許可しない。 
 
第26条   誓約書に署名の保証人は、本人在学中の一切のことについて責任を負わなければなら

ない。 
 
第27条   最長在学年限は4年とする。 
 
第28条   病気その他の理由により引続き2ケ月以上欠席しようとする者は、所定の手続きを経

て休学することができる。 
2．   病気のため休学するときは、医師の診断書を添えなければならない。 
3．   休学の期間は、これを在学期間に算入しない。 

 
第29条   病気その他の理由で就学が不適当と認められる者は、委員会の議を経て学長が休学さ

せることができる。 
 
第30条   休学の理由が止んだときは、復学願に医師の診断書又は理由書を添えて提出し、許可

を得て復学することができる。ただし、休学前までに納入すべき授業料・施設費が未納

の場合、または休学期間中の在籍料が未納の場合は復学することはできない。 
 
第31条   休学の期間は1年以内とする。 

2．   特別の理由があるときは、許可を得て更に 1 年を限り休学を延長することができる。

ただし、通算して2年を超えることはできない。 
 
第32条   退学を希望する者は、その理由を添えて願い出なければならない。 
 
第33条   次に掲げる各号の1に該当する者は、委員会の議を経て学長が除籍する。 

(1)第27条に規定する最長在学年限を超過した者 
(2)大学院学生として研究を継続することが適当でないと認められる者 
(3)授業料、施設費、在籍料を滞納し、督促を受けても納付しない者 
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第10章  奨学・奨励 
 
第34条   将来性のある優秀な大学院学生に対して奨学の制度を設ける。 

2.      この制度については別に定める。 
 
第35条   国際化に伴う社会的音楽活動の一助として国内外における大学院学生の優れた音楽活

動を奨励し支援するための制度を設ける。 
2.     この制度については別に定める。 

 
第11章  懲   戒 

 
第36条   次に掲げる各号の1に該当する者は、委員会の議を経て学長が懲戒する。 

(1)本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者 
(2)性行不良で改善見込がないと認められる者 
(3)正当の理由がなく出席常でない者 

2．    懲戒の種類は、けん責、停学及び放学とする。ただし、前項(2)に該当する者につい

ては放学とする。 
 

第12章  科目等履修生 
 
第37条   本大学院学生でないもので、本大学院の授業科目の履修を希望する者については、委

員会の定めるところにより、学長が科目等履修生としての履修を許可することができる。 
2．    前項の許可を受けようとする者は、所定の手続きにより学長に願い出なければなら

ない。 
3．    科目等履修生の履修料及びその他納入しなければならない費用は、別表Ⅲによりこ

れを定める。 
4．    科目等履修生に関して必要な事項は、別に定める。 

 
第13章  授業料、施設費、入学金、在籍料及び入学検定料 

 
第38条  授業料、施設費、入学金、在籍料、入学検定料の額は別表Ⅱによりこれを定める。 
 
 
第39条   既納の入学検定料、入学手続納入金は原則として返還しない。 

第14章  雑   則 
 
第40条   この規則に定めるもののほか、大学院生に関しては大阪音楽大学学則、学内規程及び

その他の規程を準用する。 
 
第41条   前条により諸規程を準用する場合は、教授会を委員会と読み替えるものとする。 
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付 則 
この規則は、1968年4月1日から施行する。 

（中略） 
 
付 則(2005年4月1日) 

     
この規則は、2005年4月1日から施行する。 

    2005年3月31日以前に大阪音楽大学大学院音楽研究科に在学する者については、当 
該入学年度の旧規則を適用する。 
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Ⅰ－２．別表第Ⅰ(第14条関係) 大学院(音楽研究科)専攻別履修表 
１．作曲専攻 

 
授 業 科 目 名 

履 修 年 次 履修区分別単位数 備    考 

 第１年次 第２年次 必  修 選  択  

   作曲研究 8 8 16  いずれか１科目 

   音楽学研究演習 6 6 12  必修とする。 

   作曲法特殊研究 

       作品研究（西洋） 2 2 4

   作曲法特殊研究 

       作品研究（日本） 2 2

   音楽学特殊研究 

     （西洋） 4 4 8

   音楽学特殊研究 

     （日本・東洋） 4 4 8

   作曲楽書研究 2 2 4

   音楽研究実習 2 2 4

   管弦楽作品研究 2 2 4

   文献研究 2 2 4

  音楽学合同研究演習 1 1 2

   電子音楽研究 2 2 4

   芸術文化の諸相Ａ 2 2

   芸術文化の諸相Ｂ 2 2

  現代音楽演習 2 2 4

   他専攻の授業科目 
8

   大学（学部）開設科目 

 合     計 2 86

  

２．声楽専攻 

 
授 業 科 目 名 

履 修 年 次 履修区分別単位数 備    考 

 第１年次 第２年次 必  修 選  択  

   声楽研究 8 8 16

   歌劇曲研究 2 2 4

  リブレット研究 2 2

  舞台言語表現法 2 2

   歌曲研究（ドイツ） 2 2 4

   歌曲研究（日 本） 2 2 4

   歌曲研究Ⅰ（宗教曲・重唱） 2 2

   歌曲研究Ⅱ（宗教曲・重唱） 2 2

   声楽特別研究 2 2 4

   演技演出研究 4 4 8

   オペラ研究 2 2 4

   演技研究 2 2 4

  修士演奏資料研究 2 2 4

   芸術文化の諸相Ａ 2 2

   芸術文化の諸相Ｂ 2 2

  ドイツ語発語法 4 4
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  現代音楽演習 2 2 4

   他専攻の授業科目 
8

   大学（学部）開設科目 

 合     計 20 60

  

３．器楽専攻 

 授 業 科 目 名 履 修 年 次 履修区分別単位数 備    考 

  第１年次 第２年次 必  修 選  択  

   ピアノ研究 8 8 16

   管楽器研究 8 8 16  いずれか１科目 

   弦楽器研究 8 8 16  必修とする。 

   打楽器研究 8 8 16

   特別研究 2 2 4

   ピアノ演奏演習 1 1

   ピアノ演奏演習 

   （協奏曲研究を含む） 1 1

   ピアノアンサンブル研究 2 2

   室内楽研究（管楽器） 2 2

   室内楽研究（弦楽器） 2 2

   歌曲伴奏法 2 2 4

   室内楽研究 2 2 4

   オーケストラ 4 4 8

   吹奏楽 4 4 8

   ピアノ曲分析 2 2 4

   管楽曲分析 2 2 4

   弦楽曲分析 2 2 4

   打楽曲分析 2 2 4

   ピアノ指導法 4 4

  修士演奏資料研究 2 2 4

   外国語研究 2 2

   芸術文化の諸相Ａ 2 2

   芸術文化の諸相Ｂ 2 2

  現代音楽演習 2 2 4

   他専攻の授業科目 
8

   大学（学部）開設科目 

 合     計 8 134

＜注記＞オペラ研究については2003年度入学生より適用する。 
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Ⅱ－１．大学院が使用する教育研究施設（2005年度） 
■Ｐ号館１階 ＝大学院ゾーン 
Ｐ１０１ ２２．４２㎡ 
Ｐ１０２ ４４．８５㎡ 
Ｐ１０３ ４４．８５㎡ 
Ｐ１０４ ４４．８５㎡ 
Ｐ１０５ ４４．８５㎡ 
Ｐ１０６ ４４．８５㎡ 
Ｐ１０７ ６７．２７㎡ 

 
■Ｐ号館以外の施設で使用する教室 
Ｂ１０４ ６４．００㎡ 
Ｃ４０１ ２５９．２０㎡ 
Ｆ１１３ ３３．３０㎡ 
Ｈ２１０ １４．００㎡ 
Ｋ１２０ １５８．００㎡ 
Ｏ１０１ ２１８．６０㎡ 
Ｏ２０１ １１８．０８㎡ 
 
■Ｐ号館以外の施設で使用するレッスン室 
Ａ４０２ １８．００㎡ 
Ａ４０５ １８．００㎡ 
Ａ４０８ ２４．００㎡ 
Ａ４２０ １８．００㎡ 
Ａ４２１ １８．００㎡ 
Ａ４２３ ３６．００㎡ 
Ａ４２４ ３６．００㎡ 
Ｂ２０１ ２１．６０㎡ 
Ｂ３１４ ３２．００㎡ 
Ｄ３０１ ２１．３０㎡ 
Ｄ３１３ ２５．５６㎡ 
Ｆ１１２     ４３．６５㎡ 
Ｆ２１０ ３４．５０㎡ 
Ｆ３１０ ３４．５０㎡ 
Ｈ２０８ １４．８８㎡ 
Ｈ２１０ １４．００㎡ 
Ｏ１０６ ６６．６０㎡ 
Ｏ２０９ ２５．９２㎡ 
Ｏ２１２ ２２．９２㎡ 
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Ⅱ－2．P号館平面図 「大学院ゾーン」＝下図白色の部分 
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